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（
質
問
の 

六
） 

答

弁

第

六

号 

   

衆
議
院
議
員
竹
内
猛
君
提
出
新
東
京
国
際
空
港
公
団
に
よ
る
違
法
な
農
地
転
用
と
そ
の
行
政
救
済
に
関
す
る
質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
八
第
六
号 

昭
和
五
十
一
年
十
月
二
十
九
日 

衆

議

院

議

長 
前

尾

繁

三

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
竹
内
猛
君
提
出
新
東
京
国
際
空
港
公
団
に
よ
る
違
法
な
農
地
転
用
と
そ
の
行
政
救
済 

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。
）
が
行
う
農
地
の
転
用
に
つ
い
て
は
、
農
地
法
施
行
規
則
第

五
条
第
十
六
号
又
は
第
七
条
第
十
一
号
に
定
め
る
場
合
に
農
地
法
第
四
条
又
は
第
五
条
の
許
可
を
要
し
な
い
こ 

 

と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
農
地
の
転
用
で
あ
つ
て
も
、
公
団
は
当
然
農
地
法
の
趣
旨
に
沿
つ
て
こ
れ 

 

を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
農
地
の
転
用
に
よ
る
付
近
の
土
地
等
の
被
害
の
防
止
に
努
め
る
べ
き
こ
と
も
言
う
ま
で 

 

も
な
い
。 

政
府
と
し
て
も
、
右
の
観
点
か
ら
公
団
を
指
導
し
て
い
る
が
、
仮
に
右
の
農
地
転
用
に
よ
り
被
害
が
発
生
し 

 

た
場
合
に
は
、
公
団
が
そ
の
責
任
を
十
分
果
た
す
よ
う
、
指
導
監
督
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 



三
に
つ
い
て 

    

昭
和
五
十
一
年
四
月
十
九
日
付
け
で
地
元
農
民
等
か
ら
農
林
大
臣
あ
て
に
提
起
さ
れ
た
審
査
請
求
に
つ
い
て 

は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
定
め
る
手
続
き
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
、
千
葉
県
知
事
の
弁
明
書
を 

審
査
請
求
人
に
送
付
し
、
反
論
書
の
提
出
を
求
め
て
い
る
段
階
に
あ
る
が
、
御
指
摘
の
点
に
つ
き
憲
法
第
十
四 

条
に
か
か
わ
る
問
題
は
存
し
な
い
と
考
え
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




